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要約 

米国の産業界は総じて TPP 協定を評価しているが、医薬品の知財権保

護、原産地規則、国有企業規制などでは批判も多い。ほぼ全産業から非難

の声が上がっていた為替操作国に対する是正措置の欠如問題は、2016 年

2 月末に制定された 2015 年貿易円滑化・貿易履行強制法のベネット・ハ

ッチ・カーパー修正条項によって解決されたが 1、為替操作以外の問題は

どのように収束するのだろうか。TPP 協定実施法案の議会審議は 11 月 8

日の大統領・議会選挙後、早ければ年内、遅れれば来年 1 月の新政権・新

議会発足以降に始まるが、産業界の TPP に対する報告書をみると、実施

法案の可決（つまり TPP 協定の批准）は容易ではない。本稿では、米国産

業界、労働界が批判する TPP 協定の問題点を取り上げ、その見解を紹介

する。 

 

１．米国政府の評価と業界の批判 

 

米政府は、TPP を高く評価する。

セールスポイントは、世界経済の 4

割を占める自由貿易圏の誕生、米国

産品 1 万 8,000 品目の関税撤廃、サ

ービス貿易の一層の自由化、電子商

取引の推進、国有企業規制、政府調

達協定の拡大などによる米国の財・

サービス輸出の拡大、さらに、強制

力のある労働者および環境保護規定、

中小企業の貿易促進、腐敗行為の防
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止、開発とキャパシティ・ビルディ

ングなどである 2。 

米国の産業界もこうした政府の見

解を共有し、SPS（衛生植物検疫措置）

協定では WTO 以上の透明性の確保

と科学的根拠の明確化、知的財産権

では企業秘密の窃取および著作権所

有物の不法搾取に対する刑法罰則の

適用、生物製剤に対するデータの排

他性規定の追加などを高く評価して

いる 3。 

しかし、米国の関係業界が TPP の

協定を全面的に支持しているわけで

はない。農産物ではセンシティブ品

目の市場開放が日本（特にコメ、乳

製品）およびカナダ（乳製品、豚肉

製品）で十分ではなかったといった

不満もあるが、合意された協定に対

するより大きな批判もある。 

1974 年通商法によって、USTR（米

国通商代表部）には貿易政策交渉諮

問委員会（ACTPN）が付置され、そ

の下部組織として、農業、労働など

5つの政策諮問委員会と 22 の技術産

業部門別委員会が常設されている。

後者の技術産業部門別委員会は農業

部門（ATAC）6 委員会および工業部

門（ITAC）16 委員会から成り、全産

業部門をカバーする。また、ACTPN

を含めて、これら 28 の委員会には、

関係省庁が選出した業界を代表する

合計約 700 名の諮問委員が所属して

いる 4。 

日本の審議会のような組織が米国

政府の一部として機能していること

はあまり知られていない。これら諮

問委員会は、オバマ大統領が TPP 協

定を締結する意思を議会に通知した

2015 年 11 月 5 日から 30 日以内に、

大統領、議会および USTR に TPP 協

定の評価報告書を提出することが義

務付けられ 5、2015 年 12 月 5 日以前

にすべての諮問委員会は報告書を提

出した 6。 

また、米国国際貿易委員会（ITC）

には、上記の 11 月 5 日から 105 暦日

以内に、TPP による米国の経済およ

び特定産業部門に及ぼす影響に関す

る分析報告が義務付けられ 7、5 月 18

日までには報告書が提出される予定

である。ITC はこれに関連して 2016

年 1 月 13～15 日に公聴会を開催し

た。 

本稿で取り上げた米産業界の TPP

協定に対する主要な問題点は、2015

年 12 月 3 日オバマ大統領に提出さ
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れた ACTPN および各諮問委員会の

報告書、および ITC の公聴会証言を

もとにしている。 

 

２．生物製剤のデータ保護期間 

 

米業界でTPP協定を強く批判して

いる業界のひとつが医薬品業界であ

る。生物製剤のデータ保護期間を国

内法による現行 12 年間として譲ら

ない米国と医療費の抑制をジェネリ

ック医薬品の普及によって達成した

いオーストラリアやニュージーラン

ドなどとの交渉は難航した。最終的

にデータ保護期間は生物製剤の最初

の販売承認日から 8 年間あるいは 5

年間のいずれかを選択することで合

意された（TPP 協定第 18・51 条 1）。 

この合意に対して、米国研究製薬

工業会（PhRMA）は「政府が 12 年

を守れなかったことに失望した。12

年の保護期間は米議会で長期間議論

して決定したものであり、簡単に変

更できるものではない」、化学・医薬

品諮問委員会（ITAC3）は「8 年に短

縮したのは約束違反であり、生物製

剤の定義も米国のそれよりも狭くな

った。これでは議会の支持は得られ

ない」、また情報技術イノベーション

財団は「8 年では新薬開発に必要な

資金を十分に確保できない。医薬品

の売上高と研究開発費には相関関係

があることはOECDも認めている」、

などと非難している。 

なお ITAC3にはジェネリック医薬

品企業も参加しており、これら企業

出身の諮問委員はTPP協定の規定に

異論を出していない。 

医薬品業界のドン 8 と言われるハ

ッチ上院財政委員長（共和党）は上

院の最古参議員（82 歳）で、正式な

上院議長であるバイデン副大統領の

代役で名誉職でもある臨時議長

（President Pro Tempore）を務める。

そのハッチ議員はTPP協定の合意後

直ちに USTR に再交渉を求めたが、

即刻拒否された。再交渉という選択

肢がないとすれば、どのように業界

はTPP協定に合意するのであろうか。

TPP 協定批准審議がとりわけ注目さ

れる。 

 

３．現地化禁止規定から金融を除外 

 

海外ネットワークの拡大に強い意

欲を持つ米国の金融業界は、米国の
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他の FTA と同様に TPP でも高い成

果を得たとするが、データセンター

の取り扱いおよび ISDS（投資国と国

との間の紛争解決）などを問題視し

ている。 

電子商取引章の第 14・13 条 2 は、

締約国は外資企業に対して、自国の

領域で事業を遂行する条件として、

データを処理、保存するためのコン

ピューターのサーバーや記憶装置な

どコンピューター関連設備を締約国

内に設置するよう要求しはならない

と規定している。この現地化禁止規

定（ローカル・サーバー要件の禁止

規定ともいう）は、電子商取引を促

進するために設けられたものだが、

金融サービス章の第 11・11 条 2 によ

って、金融サービス業には第 14・13

条 2 の適用が認められていない。 

このため、金融サービス企業が締

約国の市場に参入する場合には、参

入条件として、データセンターなど

コンピューター関連設備の現地化を

求められる可能性がある。このため

米金融業界は第 11・11 条 2 を修正

し、現地化禁止規定を金融業界にも

適用するよう求めており、今年 1 月、

下院議員 63 名が連名で財務長官、通

商代表および国家経済会議議長に同

様の要請状を送っている。 

また、サービス・金融委員会

（ITAC10）は、第 11・2 条 2 により

ISDS を金融サービス業に適用され

ないことも批判している。さらに同

委員会は、国別の約束が一部米金融

業界の希望の水準以下に留まったこ

と、投資章（第 9 章）では金融サー

ビス企業に対する保護が十分でない

ことも批判している。 

 

４．タバコの ISDS 適用除外 

 

例外・一般規定章の第 29・5 条（タ

バコ規制のための措置）によって、

ISDS はタバコ企業に適用除外とな

った。 

これは、ISDS に反対するオースト

ラリアの要求に米政府が譲歩した結

果だといわれるが、米タバコ業界は、

第 29・5 条は 2015 年貿易促進権限

（TPA）法第 102 条が規定する貿易

交渉の目的（貿易投資に関する紛争

解決等の強化など）に反し、米国南

東部の農業に重大な被害をもたらす

とし、タバコ企業を ISDS の適用除

外とするTPP協定は容認できないと
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主張している（タバコ・綿花・落花

生委員会 ATAC）。 

タバコの主要産地であるケンタッ

キー州選出の上院議員の一人はマコ

ーネル議員（共和党）で、タバコ企

業を ISDS から除外することに反対

している。同議員は、上院の議事運

営に大きな影響力を持つ院内総務

（ハッチ議員に続く上院の No.2）で

もある。 

 

５．国有企業規律の問題点 

 

民間企業と対等の競争条件を確保

するため、国有企業に対する規定が

FTAとしては初めてTPP協定に設け

られた。これにより国有企業に係わ

る紛争のほとんどが司法の対象とな

り、締約国は国家免責（sovereign 

immunity）を主張できなくなった。 

しかし、問題点もある。まず、国

有企業の範囲が狭いことである。

TPP 協定は国有企業の定義を①主に

商業活動に従事し、②政府による

50％以上の株式および議決権の保有

し、③取締役の過半数の任命権を持

つ企業としているが（第 17・1 条）、

この基準を満たしていない場合でも、

政府また政府系企業から融資を受け

るなどによって実態は大きく異なる

ことも多い（鉄鋼委員会 ITAC12）。 

また、協定は国有企業の基準を商

業的活動の有無によって判断するが、

協定本文が商業的活動の内容を十分

に規定しているとは言い難い。さら

に、国有企業による損害等の判断基

準は、損害または損害のおそれが 1

年または 1 年以上の期間にわたり発

生した場合としているが（第 17・7

条 2）、これは多くの商業取引が現物

取引または入札で行われるという実

態と乖離している（ACTPN）。 

さらに、付属書 17-D により大部分

の地方の国有企業および指定独占企

業が単に中央政府に所有されていな

いという理由だけで、経済的検証も

なく対象外となったこと、国有企業

章の適用対象がポジティブ・リスト

方式で示されていること、特にマレ

ーシア、ベトナムおよびブルネイで

は広範な分野が適用除外となってい

ることが問題視されている（自動車・

資本財委員会 ITAC2および鉄鋼委員

会 ITAC12）。 

こうした批判を踏まえて、今後さ

らに国有企業に対する規制基準を引
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き上げ、米国企業と労働者に不利益

とならないようにすべきである、と

ACTPN は米政府および議会に要請

している。 

 

６．低下した自動車の域内原産割合 

 

FTA における自動車（87.02～.06

類）の域内原産割合は純費用方式 9が

採用されている。域内原産割合は、

NAFTA（北米自由貿易協定）は

62.5％（自動車部品は 60％）であっ

たが、米・豪州 FTA は 50％、米韓

FTA は 35％に低下し、TPP では 45％

（自動車部品は 40％ないしそれ以

下）となった（第 3章の付属書 3-D）。 

TPP の参加国が 12 ヵ国に拡大し

たため域内原産割合が 45％に引き

上げられたが、米国製部品の調達率

は低下し、米国の自動車部品産業は

生産、雇用面で負の影響を受ける。

中国などTPP以外の国からの部品が

価額の過半を占める自動車が、米国

車として他のTPP諸国に輸出される

ことにも納得できない。 

以上は鉄鋼委員会（ITAC12）およ

び鉄鋼労組など組合側の意見 10だが、

自動車・資本財委員会（ITAC2）も自

動車の原産地規則の厳格な運用と抜

け穴防止のための強力な監視を米政

府に求めている。 

なお、労働諮問委員会（LAC）に

よると、TPP 交渉の初期段階で、全

米鉄鋼労組は国際機械工組合および

全米自動車労組と共同で NAFTA の

ような抜け道を排除し、付加価値基

準 62.5％の標準ルールの採用を主張

したが、無視されたという。 

一方、日米自動車貿易交渉の結果

について、ITAC2 は今回の交渉分野

と過去の対日貿易交渉の経験からみ

て、日本市場で米国車のプレゼンス

が大幅に拡大することにはならない

と報告している。 

 

７．不十分な政府調達規定 

 

WTO の政府調達協定に参加して

いない 7 ヵ国の政府調達市場が開放

されたことは評価される。しかし、

バイ・アメリカン型の対象外分野が

残り、ブルネイ、マレーシアおよび

ベトナムは必要以上に参入基準が高

い。米政府はこれら 3 ヵ国の参入基

準の引き下げに努めるべきであると

している（自動車・資本財委員会
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ITAC2）。 

なお鉄鋼委員会（ITAC12）は、強

力なバイ・アメリカン政策は米国の

鉄鋼産業にとって極めて重要であり、

これを弱めてはならないと主張して

いる。また、カナダがなぜ TVA（テ

ネシー川流域開発公社）など米国の

7 件の連邦政府支援発電所に参入で

きたのか、その見返りに米国は何を

カナダから得たのか不明だとし、米

国は地方政府市場の開放は相互主義

を貫くべきだと主張している。 

 

８．十分な監視が必要な労働規定 

 

ACTPN は、労働者の権利問題が紛

争解決の対象になり、輸出加工区に

も労働章（第 19 章）の規定が適用さ

れることは評価されると報告してい

る。 

しかし、労働組合側は、労働章が

成立したことによって、関連法制の

整備が順調に進み、労働条件を切り

下げて輸出を有利化する「下方への

競争」が止まるとは考えていない。

特に強制労働の歴史があるベトナム

およびマレーシアについては、法整

備が順調に進むように締約国相互の

協力と米国の十分な監視が必須であ

るとし、次のように主張している。 

関税削減はすぐ効果が出るが、労

働問題では約束が果たされているか

否かは 5 年経っても分からない。メ

キシコは NAFTA の規定に従わず、

低賃金や労働者の権利を不十分なま

まに放置し続けているが、これが米

企業のメキシコ投資を拡大し、米国

の賃金や雇用に悪影響を与えている。

TPP も同様の状況をもたらすこと

がないようにしなければならない。 

 

９．労働界の TPP 協定批判 

 

USW、UAW およびチームスター

という鉄鋼、自動車、輸送の米国三

大労組および AFL-CIO（米労働総同

盟産別会議）、さらに ACTPN の一部

である労働諮問委員会（LAC）もす

べて TPP に反対している。 

彼らはTPPに評価すべき点は皆無

であり、「協定は批准のために議会に

送られるのではなく、再交渉のため

交渉のテーブルに戻すべきだ」と主

張する。TPP 協定に評価すべき点が

ないとする根拠は次のような点にあ

る。 
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①米国では現在多くの要因によって

製造業の生産と雇用が失われつつ

あるが、その最大の要因は米国の

間違った貿易政策にある。 

②米国および米国の労働者の長期的

繁栄と安全を保障するために、製

造業の成功は重要であるにも拘わ

らず、TPP は生産のアウトソーシ

ング化、雇用のオフショア化を通

して、多国籍企業のグローバルな

サプライチェーンを支援し、国内

製造業に深刻な不利益をもたらす。 

③不公正な競争に対抗するルールが

実行されなければ、TPP は米国の

製品貿易の赤字拡大、賃金の一層

の低下、所得格差の拡大をもたら

し、米国労働者の経済的利益はさ

らに蝕まれることになる。 

こうした労働界の主張をみると、

TPP 協定で労働界が産業界と妥協で

きるような状況にはないようにみえ

る。 

 

注 
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3 Petri and Plummer（2016） , p.6, Bhatia

（2016）, Cargill（2016）. 

4 USTR（2016）参照。 

5 2015 年貿易促進権限法第 105 条（a）（4）

で規定されている。 

6 すべての諮問委員会報告書は USTR の

ホームページから読むことができる。 

7 根拠法は同上法第 105 条（c）（1）およ

び（2）。 

8 2015 年 11 月 12 日付ニューヨーク・タ

イムズ紙によると、ハッチ上院議員が米

医薬品業界から 1990 年以降受け取った

献金は合計 230 万ドルで議員としては

最高額であった。また 2012 年の選挙で

はハッチ議員支持の Super PAC が

PhRMA から 75 万ドルの政治資金を得

ている。 

9 純費用方式による域内原産割合の計算

式は次のとおり。〔（産品の純費用）－（非

原産材料）〕／産品の純費用 

10 Disenting Views, ACTPN（2015）. 
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